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「島根県立出雲工業高等学校」自動販売機設置事業者募集要項 

 

 島根県立出雲工業高等学校長が所管する県有財産に自動販売機を設置する事業者（以下「設置

事業者」という。）を募集します。 

 この募集に応募される方は、この募集要項の内容を承知のうえ、お申し込みください。 

 

１ 目 的 

  県有財産の一層の有効活用を図り、県の自主財源を確保するとともに、県民サービスの向上

に資することを目的とする。 

 

２ 応募資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人、個人及び（３）から（６）の要件を満たす任意団体に限り応

募できる。 

（１）島根県税（個人の県民税及び地方消費税を除く。）について未納の徴収金（納期限が到来し

ていないものを除く。）がないこと。 

（２）消費税及び地方消費税について未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）がない

こと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第２条第２号か

ら第４号及び第６号の規定に該当する者でないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第５条に

規定する観察処分を受けた団体でないこと。 

（５）自動販売機設置業務について２年以上の実績を有すること。（自動販売機設置業務は、設置

管理、商品の補充、代金回収等を委託契約等により他者に行わせている場合を含む。） 

（６）法人にあっては、島根県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては島根県内に住

所を有し、任意団体にあっては団体の本拠が島根県内にあること。 

 

３ 公募を行う事項等 

（１）公募事項 

   自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借 

（２）貸付場所及び面積等 

   次の施設のグループごとに公募を実施する。 

【施設名】島根県立出雲工業高等学校 

【所在地】出雲市上塩冶町 420 

グル

ープ 

物件

番号 
貸付場所の位置 貸付面積 

貸付場所の寸法等 

販売商品 
幅 奥行 

回収ﾎﾞｯｸｽ 

面積 

１ １ 教室棟１F ホール 1.55 ㎡ 1.30ｍ 1.00ｍ 0.25 ㎡ 飲料（缶・PET 等） 

２ ２ 教室棟１F ホール 1.55 ㎡ 1.30ｍ 1.00ｍ 0.25 ㎡ 飲料（缶・PET 等） 

３ ３ 体育館屋外（軒下） 1.65 ㎡ 1.40ｍ 1.00ｍ 0.25 ㎡ 飲料（缶・PET 等） 

※ 貸付面積には、放熱余地・転倒防止器具等・回収ボックス設置部分を含む。 
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（３）貸付期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（更新はしない。） 

（４）販売商品 

   缶・ぺットボトル等入り飲料（酒類及びノンアルコール飲料を除く。） 

（５）貸付料 

   採用された見積額（年額・税抜）に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額をも

って、年額貸付料とする。 

（６）その他の貸付条件等 

   別添仕様書のとおり。 

 

４ 応募申込手続き 

（１）提出書類 

   公募に参加しようとする場合は、次の書類（各１部）を提出すること。 

提出書類 法人 個人 任意団体 様式 

応募申込（見積）書 ○ ○ ○ 第 1 号 

委任状（注１） △  △ 第 2 号 

登記事項証明書（現在事項全部証明書）（注２）（注３） ○    

住民票の写し（注２）  ○   

団体の規約等の写し   ○  

誓約書 ○ ○ ○ 第 3 号 

島根県税の未納の徴収金がない旨の証明書（注２） ○ ○   

未納の消費税額及び地方消費税額がない旨の証明書 

（注２） 

 ○ ○   

設置する自動販売機の概要書（注４） ○ ○ ○ 第 4 号 

   （注１） 代理人を定める場合には提出すること。 

        なお、委任する権限に応じて、第２号の１又は第２号の２を提出すること。 

（注２） 発行後３か月以内のものに限る。 

（注３） 代表者変更に係る登記が完了していない場合は、株主総会議事録、登記申請受

理書その他代表者が交代したことを証する書面を提出し、登記完了後、登記事項

証明書を提出すること。 

   （注４） 自動販売機のカタログ又は写真・寸法図等の資料を添付すること。 

（２）提出方法 

   提出期間内に（１）に記載の提出書類を直接持参又は郵送により提出すること。 

   （電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。） 

   郵送により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、「島根県立出雲工業高等学校自動販

売機設置事業者応募」と明記すること。 

（３）提出先 

   島根県立出雲工業高等学校 事務室 

   （〒693-0022 出雲市上塩冶町４２０番地） 電話：0853-21-3131 

（４）提出期間 
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   公告の日から令和８年２月１３日（金）まで 

   （土曜・日曜・祝日・年末年始を除く毎日 9時から 12時及び 13時から 17時までの間に限

る。） 

（５）見積金額の記載 

   応募申込（見積）書に記載する見積金額は年額とし、消費税及び地方消費税を含まない額

（税抜価格）を記載すること。 

 

５ 設置事業者の決定 

（１）有効な応募申込（見積）書を提出した者であって、県が定めた予定価格以上で最高の価格

をもって応募した者を設置事業者とする。 

   ただし、次のいずれかに該当する見積書は、無効とする。 

  ① 公募に参加できる資格のない者が行った見積 

  ② 談合その他不正な行為があったと認められる者が行った見積 

  ③ 金額を訂正した見積 

  ④ 記名、押印のない見積 

  ⑤ 誤字、脱字、記載漏れ等による意思表示が明確でない見積 

  ⑥ 同一人が同一物件について２以上見積をしたもの 

（２）最高価格の見積をした者が２者以上あるときは、当該応募者のくじ引きにより設置事業者

を決定する。このうち、くじを引かない者があるときは、当該事務に関係のない県の職員に

くじを引かせるものとする。なお、くじ引きの日程は別途通知する。 

（３）設置事業者に決定された者に対し、４（４）の提出期間の末日から起算して１０日以内に、

設置事業者に決定された旨を書面により通知する。 

（４）次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消すものとする。 

  ① 正当な理由なく、指定する期日までに契約締結の手続に応じなかった場合 

  ② 設置事業者が公募に参加できる者の資格等に該当しなくなった場合 

  ③ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと県が判断し

た場合 

 

６ 契約の締結 

（１）設置事業者は、県が指定する期日までに別添様式による契約書により契約を締結しなけれ

ばならない。 

（２）同一施設内の複数の貸付場所について設置事業者に決定された場合は、貸付期間が異なる

場合等を除き、一契約にまとめて契約を締結する。この場合、消費税及び地方消費税は、貸

付料（税抜）の合計額に税率を乗じて算出するものとする。 

（３）契約の締結に関する一切の費用については、設置事業者の負担とする。 

 

７ その他 

（１）応募申込者数について島根県立出雲工業高等学校に問い合わせがあった場合は、照会され

た時点の応募申込者数を回答する。 

（２）応募者数等の応募状況、採用された設置事業者名及び申込(見積)価格等について、島根県
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のホームページで公表する場合がある。 

（３）食品衛生法等の法令の規定により営業等の許認可を要する場合には、契約締結後、営業開

始までに、許認可を証する書類（許可証の写し等）を島根県立出雲工業高等学校に提出する

こと。 

（４）自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、売上代金の回収等の業務を他者に行

わせようとする場合は、自動販売機を設置する日までに当該業務に関する当該他者との委託

契約書又は協定書等の写しを島根県立出雲工業高等学校に提出すること。 

（５）公募に関する質問がある場合は、必ず書面（任意様式）により、令和８年２月２日（月）17

時までに、島根県立出雲工業高等学校に提出すること。電話による質問は一切受け付けない。 

質問に対する回答は、令和８年２月６日（金）までに島根県のホームページに掲載する。 

（６）参考データは次のとおり。 

  ① 施設（自動販売機）の利用可能日数 

    教室棟１Fホール：約 240日／年  体育館屋外（軒下）：約 355日／年 

※ただし、学校敷地内であることから立ち入り制限があります。 

  ② 生徒数及び教職員数 

    約 500人 

  ③ 前年度までの販売実績（数量） 

設置場所 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

教室棟１F ホール

（３台） 

3,688 3,138 2,793 2,433 

6,649 4,628 4,258 5,984 

3,292 1,807 1,888 2,210 

体育館屋外（軒下） 

（２台） 

1,060 1,535 1,869 1,584 

3,945 3,732 4,252 3,670 

 

   ※「教室棟１Fホール」は２台、「体育館屋外（軒下）」は１台に減らして公募します。 


